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本 iGAAP in Focus では、2024 年 7 月 25 日に国際会計基準審議会（IASB）から公表された公開

草案（ED）公開草案「超インフレ表示通貨への換算」に示される、IAS 第 21 号「外国為替レート変

動の影響」の修正案を解説する。 

 

• IASB は、企業が超インフレではない経済の通貨である機能通貨から超インフレ経済の通貨である表示

通貨に金額を換算する場合、比較金額を含め、当該金額を直近の財政状態計算書の日の決算日

レートを使用して換算するよう IAS 第 21 号を修正することを提案している。 

• 企業の表示通貨が超インフレ経済の通貨でなくなり、その機能通貨が引き続き超インフレではない経

済の通貨である場合、企業は、そのような状況に IAS 第 21 号で現在適用されている方法を（比較

金額を再表示せず）将来に向かって適用する。 

• 企業は、換算方法案を適用して換算した在外営業活動体に関する要約財務情報を含む、ED で提

案されている方法を適用していることを開示することが要求される。 

• 本修正は、遡及的に適用しなければならない（発効日はまだ決定されていない。）。 

• コメント期間は、2024 年 11 月 22 日までである。 

注： 本資料は Deloitte の IFRS Global Office が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したもので

す。 

       この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレ

ターをご参照下さい。 

詳細については、次の Web サ イト
を参照してください。  

 
 
www.iasplus.com  

www.deloitte.com  

www.deloitte.com/jp/ifrs 

 
 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/jp/ifrs


iGAAP in Focus | IASB、超インフレ表示通貨への換算に関する IAS 第 21 号の修正を提案 

2 
 

背景 

IFRS 解釈指針委員会（IFRS IC）は、超インフレ経済における IAS 第 21 号および IAS 第 29 号「超インフレ経済下における財務報告」の適用に関する要望

書を受け取った。当該要望書は、機能通貨および表示通貨が超インフレ経済の通貨である企業が、機能通貨が超インフレ経済でない通貨である在外営業活

動体の成果および財政状態をどのように換算するかを質問した。当該状況では、企業は IAS 第 21 号 39 項を適用し、以下を行う。 

• 各財政状態計算書の資産および負債を、当該財務状態計算書の日の決算日為替レートで換算する。 

• 取引日の為替レートを使用して収益および費用を換算する。 

• 比較金額を修正再表示しない。 

しかし、企業の機能通貨および表示通貨は超インフレ経済の通貨であるため、IFRS IC は、IAS 第 21 号 39 項を適用した後、企業が IAS 第 29 号 26 項お

よび 34 項を適用して、当期の収益と費用、および在外営業活動体のすべての比較金額を報告期間の末日の現在の測定単位に基づいて修正再表示する

ことが要求されるどうかを質問された。  

IFRS IC は、企業が当期の収益、費用、および比較金額を修正再表示することも、修正再表示しないことも正当化できることに留意した。 したがって、IFRSIC

は、当該事項を IASB に委ね、当該論点に対処するために IAS 第 21 号の狭い範囲の修正を提案することを決定した。 

修正案 

換算方法案 

IASB は、ある企業の表示通貨が超インフレ経済の通貨であるが、その機能通貨が超インフレではない経済の通貨である場合、企業は、比較を含む財務諸表

のすべての金額を、直近の財政状態計算書の日の決算日レートで換算することを要求するよう IAS 第 21 号の修正を提案する。 

企業の表示通貨が超インフレ経済の通貨でなくなり、その機能通貨が引き続き超インフレではない経済の通貨である場合、企業は、そのような状況に、IAS 第

21 号で現在適用されている方法を（比較金額を修正再表示せず）将来に向かって適用する。すなわち、各財政状態計算書の資産および負債は、当該財

政状態計算書の日の決算日レートで換算される。また、収益および費用は取引日の為替レートで換算され、結果として生じるすべての為替差額は他の包括利

益に認識される。 

見解 

本論点について協議した利害関係者は、超インフレ経済の通貨で表示された金額は、現在の測定単位で表現された場合にのみ有用であると説明した。  

IASB は、換算方法案が、機能通貨が超インフレの通貨である企業の財務諸表の換算にすでに使用されている結果として、企業が現在の測定単位で換

算の対象となる金額を表示することになると見込んでいる。 

開示要求案 

換算方法案を使用する企業は、以下を開示することが要求される。 

• 換算方法案を適用したという事実 

• 換算方法案を適用して換算した在外営業活動体に関する要約財務情報 

• 通貨が企業の表示通貨である経済が超インフレでなくなった場合、当該事実 

IASB は、IFRS 第 19 号「公的説明責任のない子会社：開示」の適用に適格であり、適用することを選択した子会社にも、同じ開示要求が適用されることを

提案している。 

発効日、経過措置およびコメント期間 

ED は発効日を提案していない。発効日は、IASB が本提案を再審議する際に決定される。  

移行に関して、IASB は以下を提案する。 

• IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、本修正を遡及的に適用することを企業に要求する。  

• IAS 第 8 項 28 項(f)または IFRS 第 19 号 178 項(f)で要求される情報の開示を、企業に要求しない。  

• 企業が、発効日より前に本修正を適用することを認める。 

本 ED のコメント期間は、2024 年 11 月 22 日に終了する。 
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さらなる情報  

本修正についてご質問がある場合は、通常のデロイトの連絡先にご連絡 ください。 

 

 

 

 

 

  

デロイト会計リサーチ・ツール（DART）は、会計および財務情報開示資料の包括的なオンライン・ライブラリです。 

iGAAP on DART では完全版 IFRS 基準へのアクセスが可能であり、以下のリンクがあります。 

• デロイトの公式の最新の iGAAP マニュアル。IFRS 基準に基づく財務報告のためのガイダンスを提供しています。 

• IFRS 基準に基づいて報告する企業のモデル財務諸表 

さらに、iGAAP の sustainability reporting は、企業の価値を大きく上げることができる、より広範な環境、社会的およびガバナンスの事項を踏まえてビジネ

スが考慮しなければならない、開示要求および推奨事項についてのガイダンスを提供しています。 

DART へのサブスクリプションを申し込むには、ここをクリックして、アプリケーション・プロセスを開始し、iGAAP パッケージを選択します。 

サブスクリプションパッケージの価格を含む DART の詳細については、ここをクリックしてください。 

 

https://dart.deloitte.com/iGAAP/
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/sustainability-reporting
https://subscriptionservices.deloitte.com/request/plan
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/solutions/igaap-on-dart-global.html
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トー

マツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社、デロイト ト

ーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護

士法人およびデロイト トーマツ グループ合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショ

ナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイ

ナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 30 都市に約 2 万人の専門家を擁し、多国籍企業や主

要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト、www.deloitte.com/jp をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファー

ムおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）

ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しま
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み責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTL はクライア

ントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッ

ドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える

都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニュー

デリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務・法務など

に関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約 9 割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアント

に提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正

な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッ

ショナルの集団です。デロイトは、創設以来 175 年余りの歴史を有し、150 を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 

“Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの 45 万人超の人材の活動の詳細について

は、www.deloitte.com をご覧ください。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド (“DTTL”)、そのグローバ

ルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するもので
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本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではあ

りません。また DTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接

または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTL ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそ

れぞれ法的に独立した別個の組織体です。 
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